
  
 

一

 
 

 

学
校
図
書
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
綱 

 
 

「
学
校
図
書
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
の
全
部
を
修
正
し
、
次
の
内
容
の
「
学
校
教
育
法
及
び
学
校
図
書
館
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
と
す
る
こ
と
。 

第
一 

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正 

 

一 

小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
（
幼
稚
部
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
は
、
学

校
司
書
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

（
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
六
十
条
第
一
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
八
十
二
条
関
係
） 

 

二 

一
に
か
か
わ
ら
ず
、
小
学
校
及
び
中
学
校
は
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
学
校
司
書
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
十
七
条
第
三
項
関
係
） 

 

三 

学
校
司
書
は
、
第
二
の
一
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

（
第
三
十
七
条
第
十
四
項
関
係
） 

 

四 

小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
に
は
、
一
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
学
校
司
書
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
七
条
の
二
関
係
） 

第
二 

学
校
図
書
館
法
の
一
部
改
正 



 

  
 

二

 
一 

学
校
司
書
は
、図
書
館
資
料
の
整
理
及
び
保
存
の
職
務
に
従
事
す
る
ほ
か
、司
書
教
諭
の
行
う
職
務
に
協
力
す
る
こ
と
。 

（
第
六
条
第
一
項
関
係
） 

 

二 

１
か
ら
３
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
学
校
司
書
と
な
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。 

 

（
第
六
条
第
二
項
関
係
） 

 
 

１ 

大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
、

学
校
司
書
の
講
習
を
修
了
し
た
も
の 

 
 

２ 

図
書
館
法
に
定
め
る
司
書
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者 

 
 

３ 

学
校
教
育
法
に
定
め
る
大
学
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
で
、
学
校
図
書
館
に
お
い
て
三
年
以
上
学
校
司
書
の
職

務
に
相
当
す
る
職
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
学
校
司
書
の
講
習
を
修
了
し
た
も
の 

 

三 

学
校
図
書
館
に
お
い
て
、
一
定
期
間
以
上
学
校
司
書
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
に
つ
い

て
は
、
二
の
学
校
司
書
の
講
習
に
お
い
て
履
修
す
べ
き
科
目
又
は
単
位
の
一
部
を
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
。 

（
第
六
条
第
三
項
関
係
） 

第
三 

そ
の
他 

 

一 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 



  
 

三

 
二 

政
府
は
、
学
校
図
書
館
の
利
用
の
状
況
並
び
に
学
校
図
書
館
及
び
学
校
教
育
に
お
い
て
学
校
司
書
の
果
た
す
役
割
を
勘

案
し
、
こ
の
法
律
施
行
後
三
年
以
内
を
目
途
と
し
て
、
学
校
司
書
に
つ
い
て
、
そ
の
職
務
の
在
り
方
及
び
職
務
に
応
じ
た

給
与
、
研
修
そ
の
他
の
処
遇
に
関
し
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
二
条
関
係
） 

 

三 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

（
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
） 


